
 

夜間・休日における通報受理・移送体制 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院 

県保健所 

④搬送（警察車両） 

⑤診察立会 

※２  

※１ 緊急時は警察の判断による警職法での搬送が実施される。 

※２ 緊急時は保健所職員の立会を省略して、緊急措置診察を実施する。 

 

③受診調整 

②’通報経由 

 

⑥

診

察

実

施 

警察署 

 

対象者 

①保護 

⑦措置入院 

令和２年度から県主体による移送を予定 ※１（名古屋市除く） 

②通報 

中核市保健所 

当番職員による自宅オンコール対応 



【令和２年度～】通報受理・移送体制について（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前調査（※２） 

（緊急）措置診察の要否決定 

措置診察の準備 

（緊急）措置診察の立会い（※４）（※） 

（緊急）措置診察のための移送（※３）（※） 

緊急措置 

不要 

緊急措置入院 

（29条の２） 

要措置診察 

本措置診察の実施

（29条） 

 

通報受理（※１） 

・医療保護入院（33条） 

・応急入院（33条の７） 

・任意入院（20条） 

・定期通院 

・定期通院不要 

・相談支援等 

（必要に応じ）（47条） 

 

措置診察不要 

（※４）緊急時は立会を省略して緊急措置診察実施 

（※３）保健所職員立会いもと、民間救急移送業者による移送を実施 

緊急時は警察の判断による警職法での対応 

 

（※２）原則、警察署に出向き事前調査を実施 

   緊急時は電話等による事前調査実施 

（※１）夜間休日は当番職員による 

  自宅等オンコール対応 


